
個人情報取扱事務登録簿印刷日：2025/3/12　10:02

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名
旧条例の規

定
根拠法令 備考

目的外
利用/目
的外提

供
1 ○ 個人情報の

取得方法
本人 本人から収

集
2 ○ 個人情報の

取得方法
本人以外 同一実施機

関内
同一実施機
関内

福祉生活課 法令等に定
めがある
（第6条第3
項第2号）

地方税法

4 ○ 個人情報の
取得方法

本人以外 国・他の地
方公共団体
等

国・他の地
方公共団体
等

他の都道府
県・市区町
村

法令等に定
めがある
（第6条第3
項第2号）

地方税法

5 ○ 個人情報の
取得方法

本人以外 民間団体・
私人

民間団体・
私人

給与・年金
の支払者

法令等に定
めがある
（第6条第3
項第2号）

地方税法

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 個人番号
（マイナン
バー）

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 識別番号
（被保険者
番号等）

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号・
電子メール

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日

15 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

26 ○ 一般的取扱
事項

経済・状況 所得・収入

29 ○ 一般的取扱
事項

経済・状況 公的扶助受
給

30 ○ 一般的取扱
事項

経済・状況 口座番号等

38 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 親族・続柄

39 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 婚姻

部　署 市長　市民部　税務課

管理番号 1003020010
事務の名称 個人住民税賦課事務

個人番号の取扱 個人番号利用事務（法） 要配慮個人情報保有の有無 有
事務の目的及び概要 個人住民税の賦課

事務・業務の根拠法
令等

地方税法2条、5条、294条、税条例23条等

個人情報の対象者の
範囲

個人住民税賦課決定対象者

他法令による開示制 無 外部委託 有【委託内容：電算処理】
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 有 外部提供 有
目的外利用の条例根 第7条第5号（実施機関の内部利用及 外部提供の条例根拠（第7条第1号～ 第7条第2号（法令等に定めがある）
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

医療保険課、福祉生活課、地域福祉高齢課、健康推進課、都市管理課、商工農政観光課、総務課

廃止年月日 最終更新日 令和6年3月1日

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

国、市町村、教育委員会、広域連合、日本年金機構

開始年月日 平成16年4月1日 変更年月日
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行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名
旧条例の規

定
根拠法令 備考

目的外
利用/目
的外提

供
40 ○ 一般的取扱

事項
生活事項 居住状況

52 ○ 要配慮個人
情報

その他の要
配慮個人情
報

心身の機能
の障害
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行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名
旧条例の規

定
根拠法令 備考

目的外
利用/目
的外提

供
1 ○ 個人情報の

取得方法
本人 本人から収

集
8 ○ 一般的取扱

事項
基本的事項 整理番号 同一実施機

関内
11 ○ 一般的取扱

事項
基本的事項 氏名 本人から収

集
13 ○ 一般的取扱

事項
基本的事項 電話番号・

電子メール
本人から収
集

15 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所 本人から収
集

部　署 市長　市民部　税務課

管理番号 1003020030
事務の名称 市たばこ税課税事務

個人番号の取扱 なし 要配慮個人情報保有の有無 なし
事務の目的及び概要 市たばこ税の課税

事務・業務の根拠法
令等

地方税法2条、5条、465条、税条例92条等

個人情報の対象者の
範囲

市たばこ税の納税義務者

他法令による開示制 無 外部委託 有【市町村行政情報センター】
記録形態 文書 処理形態 手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠（第7条第1号～
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

廃止年月日 最終更新日 令和2年3月31日

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成16年4月1日 変更年月日
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行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名
旧条例の規

定
根拠法令 備考

目的外
利用/目
的外提

供
1 ○ 個人情報の

取得方法
本人 本人から収

集
2 ○ 個人情報の

取得方法
本人以外 同一実施機

関内
同一実施機
関内

市長 市民
部 市民課

住民基本台
帳事務

法令等に定
めがある
（第6条第3
項第2号）

地方税法

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 個人番号
（マイナン
バー）

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号・
電子メール

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日

15 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

27 ○ 一般的取扱
事項

経済・状況 資産状況 国・他の地
方公共団体
等

法務局

部　署 市長　市民部　税務課

管理番号 1003020040
事務の名称 固定資産税賦課事務

個人番号の取扱 個人番号利用事務（法） 要配慮個人情報保有の有無 なし
事務の目的及び概要 固定資産税の賦課を適正に行い、その管理を行うため。

事務・業務の根拠法
令等

地方税法、市税条例

個人情報の対象者の
範囲

固定資産保有者

他法令による開示制 無 外部委託 有【委託内容：電算処理】
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 有 外部提供 有
目的外利用の条例根 第7条第5号（実施機関の内部利用及 外部提供の条例根拠（第7条第1号～ 第7条第2号（法令等に定めがある）
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

個人情報の保護に関する法律　　　　　都市開発課、都市管理課、商工農政観光課、下水道課、環境課、穂積駅圏
域拠点整備課

廃止年月日 最終更新日 令和7年3月1日

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

個人情報の保護に関する法律、国税徴収法、地方税法、刑事訴訟法　　　　　県、市町村、年金機構、税務署（国税
局）、農業委員会、消防署、警察署

開始年月日 平成16年4月1日 変更年月日
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行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名
旧条例の規

定
根拠法令 備考

目的外
利用/目
的外提

供
1 ○ 個人情報の

取得方法
本人 本人から収

集
8 ○ 一般的取扱

事項
基本的事項 整理番号 同一実施機

関内
9 ○ 一般的取扱

事項
基本的事項 個人番号

（マイナン
バー）

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名 本人から収
集

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別 本人から収
集

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号・
電子メール

本人から収
集

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日 本人から収
集

15 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所 本人から収
集

40 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 居住状況 本人から収
集

52 ○ 要配慮個人
情報

その他の要
配慮個人情
報

心身の機能
の障害

本人から収
集

部　署 市長　市民部　税務課

管理番号 1003020050
事務の名称 軽自動車税賦課事務

個人番号の取扱 個人番号利用事務（法） 要配慮個人情報保有の有無 有
事務の目的及び概要 軽自動車税の賦課、納税証明書の発行業務

事務・業務の根拠法
令等

税法2条、5条、442条の2、税条例80条等

個人情報の対象者の
範囲

軽自動車課税対象者

他法令による開示制 有無 外部委託 有【市町村行政情報センター】
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 有 外部提供 有
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠（第7条第1号～ 第7条第1号（本人同意又は本人に
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

福祉生活課、医療保険課

廃止年月日 最終更新日 令和2年3月31日

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

県、税務署等

開始年月日 平成16年4月1日 変更年月日

74／491



個人情報取扱事務登録簿印刷日：2025/3/12　10:02

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名
旧条例の規

定
根拠法令 備考

目的外
利用/目
的外提

供
1 ○ 個人情報の

取得方法
本人 本人から収

集
2 ○ 個人情報の

取得方法
本人以外 同一実施機

関内
同一実施機
関内

市民課 法令等に定
めがある
（第6条第3
項第2号）

地方税法

4 ○ 個人情報の
取得方法

本人以外 国・他の地
方公共団体
等

国・他の地
方公共団体
等

他の市町村
等

法令等に定
めがある
（第6条第3
項第2号）

地方税法

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 個人番号
（マイナン
バー）

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号・
電子メール

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日

15 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

16 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 本籍・国籍

部　署 市長　市民部　税務課

管理番号 1003020060
事務の名称 市税収納業務

個人番号の取扱 個人番号利用事務（法） 要配慮個人情報保有の有無 なし
事務の目的及び概要 市税（市民税、固定資産税、軽自動車税及び市たばこ税）の収納事務（滞納整理事務を含む。）を適正に行い、そ

の管理を行う。

事務・業務の根拠法
令等

地方税法、その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例　　　　　【評価書番号５　地方税法、その
他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例に関する事務】

個人情報の対象者の
範囲

市税の納税義務者

他法令による開示制 無 外部委託 有【委託内容：電算処理業務】
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 有 外部提供 有
目的外利用の条例根 第7条第5号（実施機関の内部利用及 外部提供の条例根拠（第7条第1号～ 第7条第2号（法令等に定めがある）
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

福祉生活課、医療保険課等

廃止年月日 最終更新日 令和2年3月31日

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

地方税法等　国、県、市町村、教育委員会等

開始年月日 平成16年4月1日 変更年月日
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行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名
旧条例の規

定
根拠法令 備考

目的外
利用/目
的外提

供
1 ○ 個人情報の

取得方法
本人 本人から収

集
9 ○ 一般的取扱

事項
基本的事項 個人番号

（マイナン
バー）

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号・
電子メール

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日

15 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

部　署 市長　市民部　税務課

管理番号 1003020080
事務の名称 固定資産税（償却資産）賦課事務

個人番号の取扱 個人番号利用事務（法） 要配慮個人情報保有の有無 なし
事務の目的及び概要 固定資産税（償却資産）の賦課に関する事務

事務・業務の根拠法
令等

地方税法、市税条例

個人情報の対象者の
範囲

償却資産保有者

他法令による開示制 無 外部委託 有【委託内容：電算処理】
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠（第7条第1号～
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

廃止年月日 最終更新日 令和2年3月31日

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成16年4月1日 変更年月日
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行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名
旧条例の規

定
根拠法令 備考

目的外
利用/目
的外提

供

部　署 市長　市民部　税務課

管理番号 1003020090
事務の名称 会計年度任用職員採用事務

個人番号の取扱 なし 要配慮個人情報保有の有無 なし
事務の目的及び概要 会計年度任用職員採用試験実施に伴う受験者情報の管理

事務・業務の根拠法
令等

地方公務員法

個人情報の対象者の
範囲

不採用者

他法令による開示制 無 外部委託 無
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠（第7条第1号～
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

廃止年月日 最終更新日 令和2年3月31日

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 令和2年1月1日 変更年月日
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行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名
旧条例の規

定
根拠法令 備考

目的外
利用/目
的外提

供
1 ○ 個人情報の

取得方法
本人 本人から収

集
本人から収
集

2 ○ 個人情報の
取得方法

本人以外 同一実施機
関内

同一実施機
関内

市長 市民
部 税務課

個人住民税
賦課事務

法令等に定
めがある
（第6条第3
項第2号）

地方税法 固定資産税
賦課事務も
あり

4 ○ 個人情報の
取得方法

本人以外 国・他の地
方公共団体
等

国・他の地
方公共団体
等

他の市町村
の住民税課
税主管課

法令等に定
めがある
（第6条第3
項第2号）

地方税法

8 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 整理番号

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 個人番号
（マイナン
バー）

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 識別番号
（被保険者
番号等）

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号・
電子メール

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日

15 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

26 ○ 一般的取扱
事項

経済・状況 所得・収入

27 ○ 一般的取扱
事項

経済・状況 資産状況

30 ○ 一般的取扱
事項

経済・状況 口座番号等

37 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 家族状況

38 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 親族・続柄

部　署 市長　市民部　税務課

管理番号 1003030080
事務の名称 地方税の賦課に関する事務（国民健康保険税）

個人番号の取扱 個人番号利用事務（法） 要配慮個人情報保有の有無 なし
事務の目的及び概要 国民健康保険事業の運営のため、国民健康保険税を賦課し、被保険者に納税通知書等を送付する。

事務・業務の根拠法
令等

国民健康保険法、地方税法、地方税法施行令、地方税法施行規則、瑞穂市税条例、高齢者の医療の確保に関す
る法律、介護保険法、瑞穂市税条例、瑞穂市税条例施行規則、瑞穂市税に関する文書の様式を定める規則、瑞穂
市国民健康保険税条例、瑞穂市国民健康保険税条例施行規則、瑞穂市公有財産及び債権の管理に関する規則

個人情報の対象者の
範囲

国民健康保険税の課税対象者（擬制世帯主含む）

他法令による開示制 無 外部委託 有【委託内容：情報処理業務、納税
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠（第7条第1号～
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

廃止年月日 最終更新日 令和6年3月1日

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成16年4月1日 変更年月日
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行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名
旧条例の規

定
根拠法令 備考

目的外
利用/目
的外提

供
1 ○ 個人情報の

取得方法
本人 本人から収

集
4 ○ 個人情報の

取得方法
本人以外 国・他の地

方公共団体
等

国・他の地
方公共団体
等

他の市区町
村

法令等に定
めがある
（第6条第3
項第2号）

地方税法

5 ○ 個人情報の
取得方法

本人以外 民間団体・
私人

民間団体・
私人

金融機関、
勤務先事業
所

法令等に定
めがある
（第6条第3
項第2号）

地方税法

8 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 整理番号

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 個人番号
（マイナン
バー）

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 識別番号
（被保険者
番号等）

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号・
電子メール

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日

15 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

17 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 印影

20 ○ 一般的取扱
事項

経歴・成績 職業・職歴

26 ○ 一般的取扱
事項

経済・状況 所得・収入

27 ○ 一般的取扱
事項

経済・状況 資産状況

28 ○ 一般的取扱
事項

経済・状況 取引状況

30 ○ 一般的取扱
事項

経済・状況 口座番号等

37 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 家族状況

部　署 市長　市民部　税務課

管理番号 1003030110
事務の名称 国民健康保険税の徴収に関する事務

個人番号の取扱 個人番号利用事務（法） 要配慮個人情報保有の有無 なし
事務の目的及び概要 国民健康保険事業及の運営のため、国民健康保険税を適正に収納し、管理する。

事務・業務の根拠法
令等

国税徴収法、地方税法、民法、国保税条例、収納金の口座振替収納事務取扱要綱、瑞穂市会計規則及び市公有
財産及び債権の管理に関する規則

個人情報の対象者の
範囲

国民健康保険被保険者 （擬制世帯主含む）

他法令による開示制 無 外部委託 無
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠（第7条第1号～
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

廃止年月日 最終更新日 令和7年3月1日

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成16年4月1日 変更年月日
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行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名
旧条例の規

定
根拠法令 備考

目的外
利用/目
的外提

供
39 ○ 一般的取扱

事項
生活事項 婚姻

40 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 居住状況

43 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 意見・要望

79／491


